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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

報告第１０号
市長の専決処分事項の報告について
[損害賠償の額の決定及び和解]

議案第９３号
日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例の一
部を改正する条例の制定について

議案第９４号
日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第９５号 日光市平家の里条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９６号 日光市休養施設条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第９７号
日光市下水道条例及び日光市水道事業給水条例の一部を改正する条例
の制定について

議案第９８号 日光市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９９号 日光市足尾銅山観光公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１００号
日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど
も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改
正する条例の制定について

議案第１０１号
日光市霧降高原キスゲ平園地条例の一部を改正する条例の制定につい
て

議案第１０２号
日光市中心市街地集客拠点施設設置条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第１０３号 栃木県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第１０４号 日光市上三依水生植物園の指定管理者の指定期間の変更について

議案第１０５号 日光市湯西川水の郷の指定管理者の指定期間の変更について

議案第１０６号 日光市日光福祉保健センターの指定管理者の指定について

議案第１０７号 日光市霧降高原キスゲ平園地の指定管理者の指定について

議案第１０８号 日光市土呂部キャンプ場の指定管理者の指定について
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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第１０９号 日光市上栗山オートキャンプ場の指定管理者の指定について

議案第１１０号 日光市平家の里の指定管理者の指定について

議案第１１１号 日光市中心市街地集客拠点施設の指定管理者の指定について

議案第１１２号
財産の取得について
[消防団小型動力ポンプ付積載車整備事業］

議案第１１３号
市道路線の認定について
[今市右高橋向８号線]

議案第１１４号
市道路線の認定について
[日向台団地３号線、日向台団地４号線]

議案第１１５号 令和７年度（2025年度）日光市一般会計補正予算（第３号）について

議案第１１６号
令和７年度（2025年度）日光市温泉事業特別会計補正予算（第１号）
について

議案第１１７号
令和７年度（2025年度）日光市水道事業会計補正予算（第１号）につ
いて

議案第１１８号
令和７年度（2025年度）日光市下水道事業会計補正予算（第１号）に
ついて
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 報告第１０号 

 

市長の専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において

指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 
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専決第７号 

 

専 決 処 分 書 

 

 今市地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、地

方自治法第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年(2025 年)１１月４日  専決処分 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄  

 

１ 事故発生日時  令和７年１０月１４日 午前９時４０分頃 

２ 発 生 場 所  日光市立今市小学校 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

４ 和 解 内 容 

(１) 市は損害額を負担すること｡ 

(２) 損害賠償金は示談成立後速やかに支払うこと｡ 

(３) 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申し立てをし

ないこと。 

５ 損 害 賠 償 額  １２４，２７８円 
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専決第８号 

 

専 決 処 分 書 

 

 今市地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、地

方自治法第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年(2025 年)１１月４日  専決処分 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄  

 

１ 事故発生日時  令和７年１０月５日 午前１１時５５分頃 

２ 発 生 場 所  日光市今市１６５９番地１０ 

３ 相 手 方  日光市今市１６５９番地１０ 

公益社団法人日光市シルバー人材センター 

理事長 渡辺 孝 

４ 和 解 内 容 

(１) 市は損害額を負担すること｡ 

(２) 損害賠償金は示談成立後速やかに支払うこと｡ 

(３) 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申し立てをし

ないこと。 

５ 損 害 賠 償 額  ２６，７３０円 
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専決第９号 

 

専 決 処 分 書 

 

 湯西川地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、

地方自治法第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年(2025 年)１１月１０日  専決処分 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄  

 

１ 事故発生日時  令和７年７月３１日 午前８時３０分頃 

２ 発 生 場 所  市道ウツルギ沢線（湯西川地内） 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

４ 和 解 内 容 

(１) 市は損害額を負担すること｡ 

(２) 損害賠償金は示談成立後速やかに支払うこと｡ 

(３) 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申し立てをし

ないこと。 

５ 損 害 賠 償 額  ６２８，５００円 

 



議案第９３号 

 

日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例の一部を 

改正する条例 

 

日光市学校給食センター及び日光市学校給食共同調理場設置条例（平成１８年日光市条

例第９４号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表日光市足尾学校給食センターの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

議案第９４号 

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例 

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例（平成１８年日光市条例第１３５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表日光市立原町みどり保育園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

議案第９５号 

 

日光市平家の里条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日光市平家の里条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

日光市平家の里条例の一部を改正する条例 

 

日光市平家の里条例（平成１８年日光市条例第２２０号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

（単位：円） 

   区分 
個人 団体（１人につき） 

通常期 繁忙期 通常期 繁忙期 

入場料 乳児及び幼児 無料 

小・中学生 ３００ ４００ ２００ ３００ 

大人（高校生以上の者） ７００ ８００ ６００ ７００ 

 備考  

１ 団体とは、３０人以上をいう。 

２ 繁忙期は、次の期間とする。 

(１) １１月１日から１１月３０日まで 

(２) 前号に掲げる期間のほか、市長が別に定める期間 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第９６号 

 

日光市休養施設条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市休養施設条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                       日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市休養施設条例等の一部を改正する条例 

 

（日光市休養施設条例の一部改正） 

第１条 日光市休養施設条例（平成１８年日光市条例第２４９号）の一部を次のように改

正する。 

別表のうち２ 入浴施設使用料（日帰りの場合に限る。）の表中備考以外の部分を次

のように改める。 

区分 単位 使用料 

市民 市民以外 

中学生以上６４歳以下１人１回につき ４５０円 ９５０円

６５歳以上 ２５０円 ９５０円

４歳以上小学生以下 ２５０円 ７００円

４歳未満 無料 

（日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例の一部改正） 

第２条 日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例（平成１８年日光市条例第２５４

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

日光市温泉施設条例 

第１条中「日光市温泉保養センター（以下「保養センター」という。）及び日光市温

泉供給施設（以下「供給施設」という。）」を「日光市温泉施設（以下「温泉施設」と
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いう。）」に改める。 

第２条第１項中「保養センター」を「温泉施設」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

２ 前項の温泉施設のうち日光市温泉保養センター「日光温泉」及び日光市温泉保養セ

ンター「やしおの湯」に附帯する施設として温泉供給施設（以下「供給施設」という。）

を設置する。 

第３条中「保養センター及び供給施設（以下「保養センター等」という。）」を「温

泉施設」に改める。 

第４条第１号及び第２号中「保養センター等」を「温泉施設」に改める。 

第５条の見出しを「（開館時間）」に改め、同条第１項を次のように改める。 

温泉施設の開館時間は、別表第２のとおりする。 

第５条第２項中「開館時間等」を「開館時間」に改める。 

第６条の見出しを「（休館日）」に改め、同条第１項を次のように改める。 

温泉施設の休館日は、別表第３のとおりとする。 

第６条第２項中「休館日等」を「休館日」に改める。 

第７条第１項中「保養センター及び供給施設」を「温泉施設」に改め、同項第２号中

「保養センター等」を「温泉施設」に改める。 

第８条第１項中「保養センター」を「温泉施設」に改める。 

第９条第１項中「別表第２」を「別表第４」に、「保養センター」を「温泉施設」に

改める。 

第１０条第１項中「保養センター等」を「温泉施設」に、「別表第３」を「別表第５」

に改め、同条第４項中「別表第３」を「別表第５」に改める。 

第１１条中「保養センター等」を「温泉施設」に改める。 

第１４条中「保養センター」を「温泉施設」に改める。 

第１７条第１項、第１８条第１項及び第１９条中「保養センター等」を「温泉施設」

に改める。 

別表第１中「日光市七里４２５番地３」を「日光市七里６８０番地１」に改め、同表

に次のように加える。 

日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」 日光市川治温泉川治２７８番地２ 
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日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休

の湯」 

日光市川俣７４０番地 

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」日光市上栗山１７９番地３１ 

別表第２及び別表第３を次のように改める。 

別表第２（第５条関係） 

施設名 開館時間 

日光市温泉保養センター

「かたくりの湯」 

入浴 午前１０時から午後９時ま

で 

休憩室 午前１０時から午後８時ま

で 

日光市温泉保養センター

「日光温泉」 

午前１０時から午後９時まで 

ただし、供給施設は、午前１０時から午後４時まで 

日光市温泉保養センター

「やしおの湯」 

日光市温泉保養センター

「鬼怒川公園岩風呂」 

午前１０時から午後９時まで 

日光市営浴場「川治温泉薬

師の湯」 

日光市川俣湖温泉共同浴

場「上人一休の湯」 

午前９時から午後９時まで 

日光市上栗山温泉共同浴

場「開運の湯」 

備考 日光市温泉保養センター「日光温泉」及び「やしおの湯」の１月２日及び同月 

３日の開館時間は、正午から午後５時までとする。 

別表第３（第６条関係） 

施設名 休館日 

日光市温泉保養センター「かたくりの湯」(１) 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（以下「祝日法による休日」という。）
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に当たるときは、その翌日） 

(２) １２月２９日から翌年１月３日まで 

日光市温泉保養センター「日光温泉」 (１) 毎週火曜日（祝日法による休日に当た

るときは、その翌日） 

(２) １２月３０日から翌年１月１日まで 

日光市温泉保養センター「やしおの湯」 (１) 毎週木曜日（祝日法による休日に当た

るときは、その翌日） 

(２) １２月３０日から翌年１月１日まで 

日光市温泉保養センター「鬼怒川公園岩

風呂」 

(１) 毎週火曜日（祝日法による休日に当た

るときは、その翌日） 

(２) １２月３０日から翌年１月３日まで 

日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」 毎週水曜日（１２月３０日から翌年１月５ 

日までの水曜日を除く。）（祝日法による休

日に当たるときは、その翌日） 

日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の

湯」 

(１) ４月１日から１１月３０日まで 無  

 休 

(２) １２月１日から翌年３月３１日まで 

毎週水曜日（祝日法による休日に当たると

きは、その翌日） 

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」 無休 

別表第３の次に次の２表を加える。 

別表第４（第９条関係） 

名称 施設等の種類 

日光市温泉保養センター「かたくりの湯」 ふるさとコーナー（食堂及び売店）、展示

コーナー 

日光市温泉保養センター「日光温泉」 食堂等 

日光市温泉保養センター「やしおの湯」 食堂等 

日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の

湯」 

食堂等 
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日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」 食堂等 

別表第５（第１０条関係） 

１ 温泉施設使用料 

(１) 温泉入浴施設使用料                                       

（単位：円） 

使用区分 使用料 

市民 市民以外 

中学生以上６４歳以

下 

５００ １，０００

６５歳以上 ３００ １，０００

４歳以上小学生以下 ２５０  ７００ 

４歳未満 無料 

(２) 日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」貸切風呂使用料 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

市民 市民以外 

５０分間当たり

（定員６名） 

４，０００

(３) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」休憩室貸切使用料 

    （単位：円） 

使用区分 使用料 

午前の部（午前１０時から午後２時ま

で） 

午後の部（午後２時１０分から午後

６時１０分まで） 

４号室 １回 １，５６０ １回 １，５６０ 

５号室 １回 １，５６０ １回 １，５６０ 

備考 

１ 貸切りで使用できるのは、おおむね１０人以上の団体に限る。 

２ 日曜日及び祝日法による休日には、休憩室の貸切使用を許可しない。 

３ １回の使用が４時間を超える場合は、超過時間が２時間までは、１，５６０円 
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を加算し、４時間まではさらに１，５６０円を加算する。 

(４) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」ふるさとコーナー占用使用料 

単位 使用料 

１年 年間売上額に１００分の３を乗じて得た額及び光熱費の実費 

(５) 日光市温泉保養センター「日光温泉」及び「やしおの湯」食堂等占用使用料 

単位 使用料 

１年 年間売上額に１００分の３を乗じて得た額及び光熱費の実費 

 (６) 日光市川俣湖温泉浴場「上人一休の湯」及び日光市上栗山温泉共同浴場「開 

運の湯」食堂等占用使用料 

（単位：円） 

単位 金額 

１月 １０，７８０

２ 温泉供給施設使用料 

（単位：円） 

単位 使用料 

１８リットル ２０

１，０００リットル ５１０

（日光市湯の郷湯西川観光センター条例の一部改正） 

第３条 日光市湯の郷湯西川観光センター条例（平成１８年日光市条例第３０５号）の一

部を次のように改正する。 

別表のうち１ 使用料の（１） 温泉浴場使用料の表中備考以外の部分を次のように

改める。 

（単位：円） 

区分 使用料 

市民 市民以外 

温泉浴場 中学生以上６４歳以下 ５００ １，０００

６５歳以上 ３００ １，０００

４歳以上小学生以下 ２５０ ７００

４歳未満 無料 



7 

岩盤浴場 中学生以上 １，５６０

別表のうち１ 使用料の（１） 温泉浴場使用料の表備考第２項中「乳児、幼児及び

小学生」を「小学生以下」に改める。 

（日光市湯西川水の郷条例の一部改正） 

第４条 日光市湯西川水の郷条例（平成２３年日光市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

別表のうち１ 使用料の（１） 温泉浴場使用料の表を次のように改める。 

（単位：円） 

区分 使用料 

市民 市民以外 

中学生以上６４歳以下 ５００ １，０００

６５歳以上 ３００ １，０００

４歳以上小学生以下 ２５０ ７００

４歳未満 無料 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （日光市温泉施設条例の廃止） 

２ 日光市温泉施設条例（平成１８年日光市条例第２８５号）は、廃止する。 

 （日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正） 

３ 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成２２年

日光市条例第３５号)の一部を次のように改正する。 

  別表日光市温泉保養センター「日光温泉」の項中「（温泉供給施設使用料を除く。）」

を「（食堂等占用使用料、温泉供給施設使用料を除く。）」に改め、同表日光市営浴場

「鬼怒川公園岩風呂」の項中「使用料」を「温泉入浴施設使用料（食堂等占用使用料を

除く。）」に改め、同表日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」の項中「使用料」を「温泉

入浴施設使用料（食堂等占用使用料を除く。）、貸切風呂使用料」に改める。 
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議案第９７号 

 

日光市下水道条例及び日光市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市下水道条例及び日光市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市下水道条例及び日光市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

（日光市下水道条例の一部改正） 

第１条 日光市下水道条例（平成１８年日光市条例第２６４号）の一部を次のように改正

する。 

第７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法 

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水道事業管理者を含 

む。）が指定をした者が工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

  第３０条第１項第４号中「（昭和２７年法律第２９２号）」を削る。 

（日光市水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 日光市水道事業給水条例（平成１８年日光市条例第２７２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１０条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法 

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業管理者を含む。 

以下この項において同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の指定をした者 

（次項においてこれらの者を「他の市町村長等」と総称する。）が給水装置工事を施行 
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する必要があると認めるときは、この限りでない。 

  第１０条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の市町村長等」を加え 

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９８号 

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

日光市火災予防条例（平成１８年日光市条例第２７９号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９条の７）」 

を 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９条の７） 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９）                」 

に改める。 

 第２９条中「火災に関する警報」の次に「（法第２２条第３項に規定する火災に関する警

報をいう。以下同じ。）」を加え、同条第７号を削る。 

 第３章の２の次に次の１章を加える。 

第３章の３ 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」とい

う。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することがで

きる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の区

域内に在る者は、第２９条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならな

い。 
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３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努

力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、

林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に定める火の使用の制限の対象とな

る区域を指定することができる。 

 第４２条の３第１項第３号中「第４５条」を「第４５条第１項」に改める。 

 第４５条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び区

域を指定することができる 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（日光市火入れに関する条例の一部改正） 

２ 日光市火入れに関する条例（平成１８年日光市条例第２２７号）の一部を次のように

改正する。 

第１２条第１項中「火入者」を「火入れの許可を受けた者（以下「火入者」という。）」

に、「異常乾燥注意報又は」を「暴風警報、暴風特別警報若しくは乾燥注意報が発表され、

又は林野火災注意報若しくは」に改め、同条第２項中「とき」を「場合」に、「乾燥注意

報又は」を「暴風警報、暴風特別警報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火

災注意報若しくは」に改める。 
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議案第９９号 

 

日光市足尾銅山観光公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日光市足尾銅山観光公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

日光市足尾銅山観光公園条例の一部を改正する条例 

 

日光市足尾銅山観光公園条例（平成１８年日光市条例第２８４号）の一部を次のように

改正する。 

第３条の表中 

「 

公園施設 日光市足尾銅山観光売店 

日光市足尾銅山観光食堂 

日光市足尾銅山観光ふれあい館 

」 

を 

「 

公園施設 日光市足尾銅山観光テナント 

日光市足尾銅山観光ふれあい館 

」 

に改める。 

第１７条第１項中「公園施設」の次に「のうち日光市足尾銅山観光テナント（以下「テ

ナント」という。）」を加え、同条第２項中「公園施設」を「テナント」に改める。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１７条関係） 
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  占用使用料 

単位 金額 

１平方メートル１月につき  ７５０円

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年３月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うこと

ができる。 
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議案第１００号 

 

日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援 

施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援 

施設等の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 

（日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 日光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年日光市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

  第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。  

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認定

こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第

１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第

２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

（日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

日光市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 
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  第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」に、「当該健康診断が利

用乳幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる」

に、「、利用開始時の」を「、同欄に掲げる」に、「児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の

表を加える。  

児童相談所等における乳児又は幼児（以

下「乳幼児」という。）の利用開始前の

健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断、定期の健康診断又は臨時の健康診

断 

  第２３条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認

定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）の区域内にある家庭的保育事業を

行う場所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９

に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。  

  第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事

業所Ａ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。

次項において同じ。）」を加える。  

  第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事

業所Ｂ型にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。

次項において同じ。）」を加える。  

  第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある保育所型事業

所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。）」を加える。  

  第４７条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内にある小規模型事業

所内保育事業所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。）」を加える。  
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  附則第８条中「この条において」を削る。 

  附則第９条に次の１項を加える。 

 ２ 認定地方公共団体の区域内にある小規模保育事業所Ａ型等についての前項の規定の

適用については、同項中「除く。）」とあるのは、「除く。）又は当該小規模保育事業所

Ａ型等が所在する認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士」とする。 

（日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年日光市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１項に規定する認定

地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該認

定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。  

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

（日光市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 日光市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

日光市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。  

  第２２条第１項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の５

第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育

士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士」を「法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあって

は、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限

定保育士」に改める。  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０１号 

 

日光市霧降高原キスゲ平園地条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日光市霧降高原キスゲ平園地条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

日光市霧降高原キスゲ平園地条例の一部を改正する条例 

 

日光市霧降高原キスゲ平園地条例（平成２４年日光市条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１１条を次のように改める。 

（利用料金） 

第１１条 次の各号に掲げる者は、指定管理者に対し、指定管理者が定める期限までに、

その使用に係る利用料金を納付しなければならない。 

(１) 第８条第１項の規定により使用の許可を受けた者又は第９条第１項の規定により

制限を受ける行為について許可を受けた者（以下「使用者等」という。）のうち、物

品等の販売その他営利を目的として使用するもの 

(２) 駐車場を使用する者 

２ 前項の利用料金（以下「利用料金」という。）は、指定管理者の収入とする。 

３ 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定めるものとする。 

第１２条中「前条の利用料金」を「利用料金」に改める。 

第１３条第１号中「使用者」を「使用者等」に改める。 

第１４条中「使用者又は第９条第１項の規定により行為の許可を受けた者（以下「使用

者等」という。）」を「使用者等」に改める。 
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附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１１条関係） 

(１) 使用者等のうち、物品等の販売その他営利を目的として使用する者の利用料金 

売上額に１００分の５を乗じて得た額（１０円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てた額） 

(２) 駐車場を使用する者の利用料金 

車種 利用料金（１日１回につき） 

二輪車 ５００円

普通・小型・軽自動車（二

輪車を除く。） 

通常期（４月、５月、９月） ５００円

繁忙期（６月、７月、８月、

１０月、１１月） 

１，０００円

乗合自動車 ３，０００円

 備考 

  １ 乗合自動車は、乗車定員が１１人以上の自動車をいう。 

  ２ ３０分以内の利用の場合は、無料とする。 

  ３ １月、２月、３月及び１２月の利用料金は、無料とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年４月１日

から施行する。 

 （日光市営駐車場条例の一部改正） 

２ 日光市営駐車場条例（平成１８年日光市条例第２５１号）の一部を次のように改正す 

る。 

 別表第１日光市霧降高原の項を削る。 
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議案第１０２号 

 

日光市中心市街地集客拠点施設設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市中心市街地集客拠点施設設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

日光市中心市街地集客拠点施設設置条例の一部を改正する条例 

 

第３条第１号中「日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館」を「交流館」に改

め、同号ア中「シアター」を「市民交流スペース」に改め、同号中イからエまでを削り、

オをイとし、同条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を

第５号とする。 

第６条第１項中「第３条第１号アからウまで、第３号及び第６号」を「第３条第１号ア

及び第５号」に改める。 

第７条第１項中「第３条第１号エ、オ」を「第３条第１号イ」に、「第４号」を「第３

号」に改める。 

第１５条を削り、第１６条を第１５条とする。 

第１７条第１項中「第３条第６号」を「第３条第５号」に改め、同条を第１６条とする。 

第１８条第３項中「、１２条から第１４条まで及び第１６条」を「及び第１２条から第

１５条まで」に改め、同条を第１７条とする。 

第１９条第１号中「第１７条」を「第１６条」に改め、同条を第１８条とする。 

第２０条を第１９条とし、第２１条を第２０条とし、第２２条を第２１条とする。 

別表第１中「日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館」を「交流館」に、「午

後５時まで（ただし、企画展示コーナー及び貸スペースについては、午前９時から午後９

時まで）」を「午後９時まで」に改め、「屋台展示コーナー」を削り、「午前９時から午
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後１０時まで（ただし、第２駐車場については終日）」を「終日（ただし、第３駐車場に

ついては、午前９時から午後６時まで）」に改める。 

別表第３の１ 日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館資料館使用料の表中「日

本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館使用料」を「交流館使用料」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日より施行する。 

 （日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正） 

２ 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例（平成２２年

日光市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表日光市中心市街地集客拠点施設の項中「多目的ホール使用料」を「交流館使用料、

多目的ホール使用料」に改める。 



議案第１０３号  

 

栃木県市町村総合事務組合規約の変更について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和

８年４月１日から栃木県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することを

関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９０条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

             

日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

栃木県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約  

 

 栃木県市町村総合事務組合規約（平成１８年栃木県指令市町村第１２１２号）

の一部を次のように改正する。  

別表第２第４条第４号に掲げる事務の項及び同表第４条第５号に掲げる事務

の項中「栃木市」を「栃木市 佐野市」に改める。    

附 則  

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



議案第１０４号 

 

 日光市上三依水生植物園の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 次のとおり指定管理者の指定期間を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

１ 施設の名称 

  日光市上三依水生植物園 

 

２ 指定管理者 

  日光市柄倉７３６番地 

  有限会社山加園 

代表取締役 柏木 栄 

 

３ 指定期間 

変更前 変更後 

令和３年４月１日から 

 

令和８年３月３１日まで 

令和３年４月１日から 

 

令和９年３月３１日まで 

 

 



議案第１０５号 

 

 日光市湯西川水の郷の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 次のとおり指定管理者の指定期間を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

１ 施設の名称 

  日光市湯西川水の郷 

 

２ 指定管理者 

  日光市湯西川４７３番地１ 

  株式会社湯西川水の郷 

代表取締役 大島 積 

 

３ 指定期間 

変更前 変更後 

令和５年４月１日から 

 

令和８年３月３１日まで 

令和５年４月１日から 

 

令和９年３月３１日まで 

 

 



議案第１０６号 

 

 日光市日光福祉保健センターの指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市日光福祉保健

センター 

社会福祉法人日光市

社会福祉協議会 

会長 岸野 稔 

日光市鬼怒川温泉大

原２番地６ 

令和８年４月１日 

から 

令和１３年３月３１日 

まで 

 



議案第１０７号 

 

 日光市霧降高原キスゲ平園地の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市霧降高原キス

ゲ平園地 

一般財団法人自然公

園財団 

理事長 下村 彰男 

東京都千代田区神田

神保町二丁目２番３

１号ヒューリック神

保町ビル２階 

令和８年４月１日 

から 

令和１３年３月３１日 

まで 

 



議案第１０８号 

 

 日光市土呂部キャンプ場の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市土呂部キャン

プ場 

土呂部キャンプ場管

理組合 

組合長 渡辺 信夫 

日光市土呂部９７番

地 

令和８年４月１日 

から 

令和１３年３月３１日 

まで 

 



議案第１０９号 

 

日光市上栗山オートキャンプ場の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市上栗山オート

キャンプ場 

上栗山開運の里管理

組合 

組合長 大類 昭男 

日光市上栗山５６１

番地 

令和８年４月１日 

から 

令和１３年３月３１日 

まで 

 



議案第１１０号 

 

 日光市平家の里の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市平家の里 

平家の里湯西川協同

組合 

代表理事 

山城 晃一 

日光市湯西川１０４

２番地 

令和８年４月１日 

から 

令和１３年３月３１日 

まで 

 



議案第１１１号 

 

 日光市中心市街地集客拠点施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

                          日光市長 瀬 髙 哲 雄 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市中心市街地集

客拠点施設 

株式会社オアシス今

市・日光商工会議所

共同事業体 

代表者 

株式会社オアシス今

市 

代表取締役 

堀井 正喜 

日光市平ケ崎２００

番地１ 

令和８年４月１日 

から 

令和１１年３月３１日 

まで 

 



議案第１１２号 

    

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第８号の規定により議会の議決を求める。 

    

令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

             日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

１ 事 業 名   消防団小型動力ポンプ付積載車整備事業 

２ 取得する財産   小型動力ポンプ付積載車２台 

３ 納 入 場 所   日光市消防本部 

４ 取得の方 法   指名競争入札 

５ 取 得 価 格   ３９，３７５，６００円 

６ 契約の相手方   宇都宮市石井町１２２２番地１５ 

           栃木県消防整備株式会社 

           代表取締役 村田 宣夫 
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議案第１１３号 

 

市道路線の認定について 

 

 次のとおり市道路線を認定することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

路 線 名      起 点      終 点      備 考    

今市右高橋向８号線 
日光市千本木字堀端 

２３４番３先 

日光市千本木字堀端 

２３４番５先 
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今市右高橋向８号線 

 

 

 

 

 

認定路線図 

今市右高橋向８号
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議案第１１４号 

 

市道路線の認定について 

 

 次のとおり市道路線を認定することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

路 線 名      起 点      終 点      備 考    

日向台団地３号線 
日光市倉ケ崎字日向 

９２６番１０先 

日光市倉ケ崎字日向 

９２６番１６先 
 

日向台団地４号線 
日光市倉ケ崎字日向 

９２２番１５先 

日光市倉ケ崎字日向 

９２２番１８先 
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日向台団地３号線・日向台団地４号線 

 

 

 

 

認定路線図 

日向台団地４号線 

日向台団地３号線 



議案第１１５号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市一般会計補正予算（第３号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市一般会計予算については、別冊のとおり補正するものと

する。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 

 



議案第１１６号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市温泉事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和７年度（2025 年度）日光市温泉事業特別会計予算については、別冊のとおり補正す

るものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

        日光市長  瀬 髙 哲 雄   

 



議案第１１７号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

令和７年度（2025 年度）日光市水道事業会計予算については、別冊のとおり補正するも

のとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１１８号 

 

令和７年度（2025 年度）日光市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

令和７年度（2025 年度）日光市下水道事業会計予算については、別冊のとおり補正する

ものとする。 

 

  令和７年（2025 年）１１月２７日 提 出 

 

日光市長 瀬 髙 哲 雄   


